
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
六
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
政
党
の
支
部
）

政

治
団

体
の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年
月

日

名

称

自
由
民
主
党
三

置
本
佳
司

主
た
る
事
務

磯
城
郡
三
宅

磯
城
郡
三
宅

令
和
二
年
十
二

宅
町
支
部

所
の
所
在
地

町
大
字
但
馬

町
大
字
石
見

月
二
日

三
五
〇

六
四
八

代
表
者

置
本
佳
司

吉
村
繁
美

会
計
責
任
者

髙
田
き
み
よ

植
田
光
昭

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

政

治
団

体
の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動
年

月
日

名

称

上
北
山
村
あ
ら

山
室
潔

会
計
責
任
者

山
室
潔

福
本
清

令
和
二
年
十
二

い
正
吾
後
援
会

月
二
十
一
日

子
ど
も
達
の
未

大
保
由
香
子

政
治
団
体
の

子
ど
も
達
の

大
保
ゆ
か
こ

令
和
二
年
十
一

来
を
考
え
る
会

名
称

未
来
を
考
え

サ
ポ
ー
タ
ー

月
三
十
日



る
会

ズ
チ
ー
ム

桜
井
市
の
２
１

谷
奥
信
太
郎

代
表
者

谷
奥
信
太
郎

谷
奥
昭
弘

令
和
二
年
十
二

世
紀
を
考
え
る

月
三
日

青
年
の
会

会
計
責
任
者

谷
奥
信
太
郎

谷
奥
昭
弘

全
国
旅
館
政
治

増
田
友
宏

主
た
る
事
務

奈
良
市
三
条

奈
良
市
登
大

令
和
二
年
十
月

連
盟
奈
良
県
支

所
の
所
在
地

大
宮
町
一
ー

路
町
三
六
ー

一
日

部

一
二

二

奈
良
県
交
通
政

今
西
宏

代
表
者

今
西
宏

霜
永
勝
一

令
和
二
年
十
月

策
研
究
会

十
五
日

会
計
責
任
者

東
由
章

布
田
尚
弘

奈
良
県
商
工
政

福
井
達
郎

主
た
る
事
務

桜
井
市
大
字

桜
井
市
大
字

令
和
二
年
四
月

治
連
盟
桜
井
支

所
の
所
在
地

外
山
三
六
六

阿
部
五
二
七

一
日

部

代
表
者

福
井
達
郎

ト
部
能
尚

会
計
責
任
者

福
井
達
郎

ト
部
能
尚

奈
良
県
ビ
ル
メ

森
脇
信
之

代
表
者

森
脇
信
之

寺
内
信
夫

令
和
二
年
六
月

ン
テ
ナ
ン
ス
政

十
八
日

治
連
盟

会
計
責
任
者

向
井
大
介

寺
北
光
弘

森
山
賀
文
後
援

森
山
賀
文

会
計
責
任
者

桂
一
成

森
山
莉
香

令
和
二
年
十
二

会

月
十
五
日
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